
令和８年度 石川労働局定期健康診断等業務委託 仕様書 

 

１ 契約件名 

令和８年度 石川労働局定期健康診断等業務委託 

 

２ 契約期間 

  令和８年４月１日（予定）から令和９年３月 31日 

 

３ 業務内容及び履行期間 

（１）検査項目及び受診予定者数 

別紙１「石川労働局定期健康診断等実施項目及び対象者（令和８年度）」のとおり。 

（２）履行期間 

①一般定期健康診断及び定期特殊健康診断（情報機器作業従事職員健康診断（VDT健診）） 

   令和８年４月１日（予定）から令和９年３月 31日まで 

   ただし、次項４（２）③に留意すること。 

  ②定期特殊健康診断（電離放射線健康診断） 

   契約期間内において随時行う。 

 

４ 実施場所及び健診対象機関等 

（１）健診対象機関及び受診予定者数 

別紙２「石川労働局健診対象機関一覧表」のとおり。 

なお、受診予定者数は、過去の実績等に基づき積算した予定人数であるため、実際の受診者数は増

減することがある。 

（２）実施場所及び日程等 

  ①実施場所 

   原則、別紙２「石川労働局健診対象機関一覧表」の実施場所においての実施とするが、受診予定者

数が少ない等（概ね 10人未満とする。）の理由により、所在地での実施が困難な場合は、所在地より

徒歩圏内（概ね５〜10 分程度）の受託者が用意する会場にて近隣の施設との合同実施とすることを

可能とする。 

  ②日程及び実施時間 

健診は平日の開庁時間内（８時 30 分～17 時 15 分）に行うこととし、具体的な日程は、受託者が

担当者と協議の上、決定することとなるが、午前中に実施する場合には、特段の事情がない限り正午

までに完了すること。 

ただし、金沢公共職業安定所については２日間実施することとし、両日の間は１週間以上空けるこ

と。 

また、石川労働局については、必要に応じて２日間実施すること（ただし、連続する２日である必

要はない）。 



なお、健診時には受診者が同一箇所に滞留することがないよう、的確な動線の確保、受診者の誘導

等を行い、迅速に健診を進めること。受診者が同一箇所に滞留し迅速な健診が行われていないと認め

られる事態が生じた場合には、次年度以降の入札参加を認めないことがあるので留意すること。 

  ③その他 

上記①の健診会場にて受診ができない者については、上記３の履行期間内において受託者の健診

施設等にて実施すること。 

 

５ 作業場所等 

（１）受託者は、健康診断の個人データを個人情報保護法に基づき、適正に管理するものとする。 

（２）作業に特殊な技術を要するなど、契約の性質又は目的に照らして、国外で作業を行うことが真にや

むを得ないと認められる場合を除き、本業務の作業場所及びデータの保管場所は日本国内とするこ

と。なお、作業場所及び作業に必要となる設備・機器、備品及び消耗品等は、受託者の責任において

用意することとし、作業場所及び設備・機器については、併せて写真を添付すること。 

（３）受託者は、本業務の内容及び検査結果を第三者に漏らしてはならない。 

（４）石川労働局に対する健康診断結果の提供は、個人情報保護法第２３条の第三者提供の制限を受け

ないものとみなす。 

（５）健康診断結果の提供については、受診者の同意が得られているものとみなす。 

（６）作業場所及びデータの保管場所における情報漏洩を防ぐため、資料を保管する鍵付きの棚を用意

することを含め、必要な対策が講じられていること。 

（７）本業務で使用する機器に対し、必要なセキュリティ対策等が講じられていること。 

 

６ 業務責任者 

（１）受託者は、契約締結後速やかに業務責任者を選任し、発注者に報告すること。また、業務責任者は、

発注者に業務の作業計画及び進捗状況の報告を行うとともに、発注者からこれらについての確認を

求められた際には、誠実にこれに対応すること。 

（２）業務責任者は、業務履行中において事故等が発生した場合、速やかに対応するとともに調査を行

い、対応状況及び調査内容について速やかに発注者に報告すること。 

 

７ 実施体制 

（１）本業務の全部を第三者（契約業者の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含

む。）に委託することはできない。 

（２）本業務の一部を再委託する場合には、「再委託に係る承認申請書」を提出し承認を受けなければな

らない。ただし、当該再委託の契約金額が 50万円未満の場合はこの限りでない。 

（３）再委託先を変更する場合には、「再委託に係る変更承認申請書」を提出し承認を受けなければなら

ない。 

（４）再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、「履行体制図」を提出しなければなら

ない。 

 ＊再委託に係る各様式は入札説明書に添付。 



（５）受託者は、本業務を確実かつ迅速に履行するため、各健診会場の状況を勘案し、必要なスタッフ及

び機材を用意すること。 

（６）各健診会場における健診車両の駐車スペース、健診スペース等の確保及びその他の必要な手続は、

受託者が行うこと。 

（７）各健診会場では、新型コロナウィルス等感染防止対策を十分に行った上で実施すること。 

 

８ 経費負担 

  本業務に必要な経費は、全て受託者の負担とする。 

 

９ 健診結果の精度管理 

日本医師会、日本臨床衛生検査技師会、全国労働衛生団体連合会等が実施している外部精度管理調査

を少なくとも１つは定期的に受けることによって、第三者による検査値の精度管理を受けていること。 

 

１０ 通報窓口の設置 

（１）厚生労働省では、受託業者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の

内容を社内で説明・周知するとともに、説明、周知した結果を別紙様式１「通報窓口の周知完了報告

書」により発注者に報告すること。 

 

１１ 健診結果の報告 

（１）一般定期健康診断 

一般定期健康診断の結果については、実施した全検査項目について電子データ（XML形式及び XLS

形式）及び紙媒体（個人毎、様式は任意とする。）での報告を行うこととする。なお、紙媒体での結

果報告は、発注者用及び受診者個人用の結果報告として２部提出すること（受診者個人用は、封筒に

封入すること）。 

 厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受託業者に契約違反などがある場合

に、受託業者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置しています。 

 今般、貴社と契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認さ

れた場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用ダイヤルまでご連絡ください。 

（通報窓口）厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 

 （１）書面（郵送）の場合 

   〒１００－８９１６ 

   東京都千代田区霞が関１－２－２ 

   厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 宛 

 （２）FAXの場合 

   厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 

   ０３－３５９５－２１２１ 

 （３）メールの場合 

   keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp（専用メールアドレス） 

mailto:keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp


（２）特殊（VDT、電離放射線）健康診断 

特殊健康診断の結果については、実施した全検査項目について紙媒体（受託者の任意様式）による

報告書とする。なお、報告は、発注者用及び受診者個人用の結果報告として２部提出すること（受診

者個人用は、封筒に封入すること）。 

（３）報告時期 

一般定期健康診断及び特殊健康診断の結果報告は、健診日から１ヶ月以内とする。報告に当たって

は、受託者において、成果物に誤謬や過不足が生じることのないよう、必要な検査を行うこと。 

（４）その他 

各対象機関における健診終了後、速やかに実施報告書及び受診者名簿を発注者あて提出すること。 

 

１２ 契約履行後のデータ廃棄 

本業務で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は発注者から廃棄の

指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄し、別紙様式２「石川労働局定期健康診

断等業務委託に係るデータ等の利用後の廃棄について」により、発注者に提出すること。 

 

１３ 立入調査の実施 

本業務の履行状況を確認するため、石川労働局担当者が、履行開始時に受託者の作業場所やデータ保

管場所の立入調査を行うこととする。ただし、データの保管にクラウドサービスを利用している等の理

由により、データの保管場所への立入調査が困難な場合については、クラウドサービス業者との契約内

容にセキュリティ上の問題がないことの説明の聴取をもって、立入調査に代えることができる。 

 

１４ 問題発生時の連絡体制  

情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容に

ついて報告すること。 

（契約担当部局）石川労働局 総務部 総務課 会計第二係 

 電話番号 076-265-4420 

 メール  17kaikei@mhlw.go.jp 

 

１５ その他 

（１）本仕様書に定めのない事項は発注者、受託者による協議にて決定することとし、受託者は発注者の

指示に従うこと。 

（２）契約事項及び本仕様書に明示されていない事項であっても、委託業務の性質上当然必要なものは

受託者の負担で行うこと。 

  

mailto:17kaikei@mhlw.go.jp


別紙様式１ 

 

                                 （元号）  年  月  日 

 

  

 

                   通報窓口の周知完了報告書 

 

 

  

                                  受託者名 

 

 

 当社が石川労働局と契約しました「令和８年度 石川労働局定期健康診断等業務委託」の実施に当た

りまして、厚生労働省では、受託者が契約に違反した場合、受託業者の社員等からの通報を受け付ける専

用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。 

 

 

【周知方法】 

 （掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。） 

 

【周知内容】 

 （周知した内容を具体的に記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



                                         別紙様式２ 

                                  （元号）  年  月  日 

 

 

 

 

    石川労働局定期健康診断等業務委託に係るデータ等の利用後の廃棄について 

 

 

 

                                受託者名 

 

 

 業務履行中に作成・活用されたデータ等については、下記のとおり廃棄しましたので、報告します。 

 

 

記 

 

 

１ データの媒体等及び廃棄方法 

 （該当する①（データの媒体等）と②（その廃棄方法）の両方に〇をつけてください。） 

  

 ・①電磁的記録媒体 － ② 裁断 

 

 ・①紙媒体     － ② 焼却 or 溶解 or 裁断 

 

 ・①外部ネットワークに物理的に接続していないパソコンのデータ － ② データ消去 

 

 ・その他 ①（媒体等の種類を記載） － ②廃棄方法を記載 

 

 ※①と②の組み合わせがない場合も、「その他」に記載願います。 

 

２ 廃棄が完了した年月日 

  （年号）  年  月  日 

 ※上記１の廃棄が全て完了した年月日を記入してください。 

 

 

 



別紙１　石川労働局定期健康診断等実施項目及び対象者（令和８年度）

１．一般定期健康診断 ３．電離放射線健康診断（定期特殊健康診断）

検査項目 対象者 予定者数 検査項目 対象者 予定者数

定期健康診断（既往歴・業務歴の調査、
身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査並
びに肥満度の測定、自覚症状・多覚症状
の有無の検査）

全職員、非常勤職員 301

胸部エックス線検査 全職員、非常勤職員 301

喀痰細胞診
50歳以上で喫煙指数600（1日の喫煙本数×喫煙
年数）以上の職員及び非常勤職員

4

血圧検査 全職員及び非常勤職員 301

風しん抗体検査　※希望者のみ

①予防接種歴及び風しんの感染歴がいずれも無
い又は確認できなかった職員及び非常勤職員、
②予防接種歴が無く、風しんの感染歴が確認で
きなかった職員及び非常勤職員、③風しんの感
染歴が無く、予防接種歴が確認できなかった職
員及び非常勤職員のうち、希望者

34

尿検査（蛋白） 全職員及び非常勤職員 301

尿検査（糖） 全職員及び非常勤職員 301

心電図検査 全職員及び非常勤職員 301

胃検査（胃透視） 40歳以上の職員及び非常勤職員 123

便潜血反応検査 40歳以上の職員及び非常勤職員 181

２．情報機器作業従事職員の健康診断（定期特殊健康診断）

検査項目 対象者 予定者数

配置前

（１）業務歴の調査

（２）既往歴の調査

（３）自覚症状の有無の調査（視器に関
する症状、筋骨格系の症状、ストレスに
関する症状）

（４）眼科的検査（視力検査、屈折検
査、眼位検査、自覚症状により目の疲労
を訴える者には調節機能検査、その他医
師が必要と認める検査）

（５）筋骨格系に関する検査（上肢の運
動機能、圧痛点等の検査、その他医師が
必要と認める検査）

定期

（１）業務歴の調査

（２）既往歴の調査

（３）自覚症状の有無の調査（視器に関
する症状、筋骨格系の症状、ストレスに
関する症状）

（４）眼科的検査（視力検査、眼位検
査、40歳以上の者（※）には調節機能検
査、その他医師が必要と認める検査）
※自覚症状の有無の調査において特に異
常が認められず、遠見視力又は近見視力
がいずれも、片眼視力(裸眼又は矯正)で
両眼とも0.5以上が保持されている者は省
略可

（５）筋骨格系に関する検査（上肢の運
動機能、圧痛点等の検査、その他医師が
必要と認める検査）

血糖検査(血糖（空腹時血糖又は食後血糖）
及びＨｂＡ１ｃの両方）・ＬＤＬコレステ
ロール検査・ＨＤＬコレステロール検査・
中性脂肪検査・貧血検査・肝機能検査（γ-
ＧＴP・ＡＳＴ・ＡＬＴ）

全職員及び非常勤職員 300

①作業時間又は作業内容に相当程度拘束性があ
ると考えられる情報機器作業に従事する職員
：１日に４時間以上の情報機器作業であって、

次のいずれかに該当するもの
（１）作業中は常時ディスプレイを注視する、
又は入力装置を操作する必要があること

（２）作業中、従事職員の裁量で適宜休憩を取
ることや作業姿勢を変更することが困難である

こと
②上記以外の情報機器作業に従事する職員で自

覚症状を訴える者

被ばく経歴の評価、抹消血液
中の白血球数及び白血球百分
率の検査、抹消血液中の赤血
球数、血球素量または全血比
重の検査、白内障に関する眼
の検査（医師が必要とした場
合に限る）、皮膚の検査

放射線に被ばくす
るおそれのある業
務に従事する職員

8

279

注１） 年齢は令和８年度末(2027年3月31日）現在とする。

注２） 胃検査、便潜血反応検査及び喀痰細胞診につい

ては、対象者に受診を積極的に勧める。

注３） 風しん抗体検査について、1962（昭和37）年４月

２日から1979（昭和54）年４月１日までの間に生ま

れた男性あてに、市区町村事業として配付される無

料で風しん抗体検査を受検できるクーポン券を一般

健康診断時に利用可能とすること。

＊なお、検査結果について、医療機関において知り得た情報

において、ＨＩＶ感染症やＢ型肝炎等職場において感染した

り、蔓延したりする可能性が低い感染症に関する情報につい

ては、本人の同意無しに当局に提供しないものとする。

【健康診断検査結果の情報提供の取扱い】

高齢者医療確保法第27条に基づく医療保険者への検査結果

の提供に関して下記の対応が可能であること。

当該検査結果を、電子データ（エクセル形式及びＸＭＬ形

式）により当局に提出できること。



別紙２　石川労働局健診対象機関一覧表

実施場所 健診対象機関名 所在地
Ｒ８受診予定者数
一般定期健康診断

Ｒ８受診予定者数
情報機器作業健康診断

金沢駅西合同庁舎 石川労働局 金沢市西念３丁目４番１号 101 116

金沢新神田合同庁舎 金沢労働基準監督署 金沢市新神田４丁目３－１０ 13 38

小松日の出合同庁舎
小松労働基準監督署
小松公共職業安定所

小松市日の出町１丁目１２０ 41 21

七尾地方合同庁舎
七尾労働基準監督署
七尾公共職業安定所

七尾市小島町西部２番 21 9

穴水地方合同庁舎
穴水労働基準監督署
穴水町地域職業相談室

鳳珠郡穴水町川島キ８４ 9 11

金沢公共職業安定所

金沢公共職業安定所
金沢公共職業安定所津幡分室
ヤングハローワーク金沢
マザーズハローワーク金沢
しごとプラザ金沢
福祉・就労支援コーナーかなざわ

金沢市鳴和１-１８-４２ 72 43

白山公共職業安定所 白山公共職業安定所 白山市西新町２３５ 14 1

七尾公共職業安定所羽咋出張所 七尾公共職業安定所羽咋出張所 羽咋市南中央町キ１０５-６ 4 5

加賀公共職業安定所 加賀公共職業安定所 加賀市大聖寺菅生イ７８－３ 10 23

輪島公共職業安定所 輪島公共職業安定所 輪島市鳳至町畠田９９-３ 9 9

輪島公共職業安定所能登出張所 輪島公共職業安定所能登出張所 鳳珠郡能登町字宇出津新港３-２-２ 6 3

珠洲市地域職業相談室 珠洲市地域職業相談室
珠洲市上戸町北方１－９－２
すず市民交流センター内

1 0

301 279

※健診会場は、上記機関の所在地での実施を原則とする（健診車要配置）。
   ただし、受診予定者数が少ない等（概ね10人未満とする。）の理由により、所在地での実施が困難な場合は、所在地より徒歩圏内（概ね５〜10分程度）の受託者が
  用意する会場にて近隣の施設との合同実施とすることも可能とする。　
※金沢公共職業安定所については、実施日を２日設けることとし、両日の間は１週間以上空けること。
※石川労働局については、必要に応じて実施日を２日設けること（ただし、連続する２日である必要はない。）。


